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毒物劇物取扱者試験の実施について（公告） 

毒物及び劇物取締法（昭和25年法律第303号）第８条第１項第３号の規定により、毒物劇物取扱者試験を次のと

おり実施する。 

平成25年７月９日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦  

１ 試験日時 

  平成25年10月14日（月） 

  午後１時20分から２時40分まで 

２ 試験会場 

  新潟市西区五十嵐２の町8050番地 

  新潟大学 総合教育研究棟 

３ 試験の種類 

 (1) 一般 

   毒物劇物の全品目を取り扱う責任者 

 (2) 農業用品目 

   農業上必要な毒物又は劇物のみの販売業に係る責任者 

 (3) 特定品目 

   限定された毒物又は劇物のみの販売業に係る責任者 

４ 試験の内容 

  試験科目は次に掲げるものとし、試験の方法は筆記方式とする。 

  ア 毒物及び劇物に関する法規 

  イ 基礎化学 

  ウ 毒物及び劇物の性質及び貯蔵その他取扱方法 

  エ 毒物及び劇物の識別及び取扱方法 

５ 受験資格 

  年齢、学歴、経験等は問わない。 

６ 受験手続 

 (1) 提出書類 

  ア 受験願書 

  イ 受験願書データ 

  ウ 写真 

出願前６か月以内に撮影した無帽、上半身、正面向きのパスポートサイズ（4.5㎝×3.5㎝）のものを写

真用台紙に貼り、必要事項を記入する。 

  エ 受験票 

    写真用台紙の裏面の記入上の注意に従い、必要事項を記入する。 

 (2) 受験手数料 

   10,500円を新潟県収入証紙により納付する。(新潟県収入証紙は受験願書に貼り、消印はしないこと｡) 

 (3) 受験願書の受付期間 

平成25年８月５日（月）から８月23日（金）まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く。）の午前８時30分から

午後５時15分まで。ただし、郵送による場合は書留とし、８月23日（金）の消印まで有効とする。 

 (4) 受験願書の受付場所 

   新潟県福祉保健部医務薬事課、各地域振興局健康福祉（環境）部及び新潟市保健所 

７ 受験票の送付 

  受験願書を受理した後、後日、受験票（はがき）を受験者あてに送付する。 

８ 合格発表及び合格証の交付 

 (1) 合格発表 

平成25年11月15日（金）午前９時に新潟県庁１階広報展示室前掲示板、各地域振興局健康福祉（環境）部、

新潟市保健所及び県のホームページ(http://www.pref.niigata.lg.jp/)において、合格者の受験番号を発表

する。 

 (2) 合格証の交付 

   合格証は、平成25年11月15日（金）午前９時以降、受験願書を提出した場所で交付する。 



2 

９ 試験結果の開示 

  受験者本人から試験結果について口頭による開示請求があった場合、次により開示する。 

 (1) 開示する項目 

   科目別得点、総合得点 

 (2) 開示請求の受付期間 

   平成25年11月15日（金）から12月12日（木）まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く。） 

 (3) 開示請求の受付場所 

受験願書を提出した場所（ただし、新潟県福祉保健部医務薬事課においては、全受験者の開示請求を受け

付ける｡) 

10  その他 

(1) 受験願書等は、平成25年７月16日 (火) から新潟県福祉保健部医務薬事課、各地域振興局健康福祉（環境）

部及び新潟市保健所で交付する。郵送による交付も行うが、締切りは８月16日（金）までの必着分とする。 

 (2) 受験願書提出後の試験の種類の変更は認めない。 

(3) 一旦納付した手数料は、返還しない。 

 (4) 試験当日、受験者は試験会場の構内には駐車できない。公共交通機関等を利用すること。 

 (5) 試験方法は筆記方式によるので、ＨＢ又はＢの鉛筆及び消しゴムを必ず持参すること。 

 (6) 試験についての講習会は、県では実施しない。 

(7) 試験についての問合せは、新潟県福祉保健部医務薬事課、各地域振興局健康福祉（環境）部又は新潟市保

健所にすること。 


